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平成２８年度第１０回 神石高原町農業委員会 議事録 

 

《開催日時》     平成２８年１２月２６日（月）午後１時３０分～  

 

《場  所》     三和公民館 １階 会議室 

 

《付議事項》     議案第１号「平成28年度農用地利用集積計画（第41号）について」 

 

《出 席 者》   農業委員 

 １番 美田 雅彦   ２番 小川 玲子   ３番 向  靖弘 

          ４番 小坂  貢   ５番 伊勢村 春行  ６番 小里 千惠子 

          ７番 正木 正二   ８番 井上 賢市   ９番 圓道 タミ子 

         １０番 立原 孝生  １１番 大垰 益旨  １２番 若林 宏明 

         １３番 伊勢村 正治 １４番 佐伯 知省   

         農地利用最適化推進委員 

          １番 矢田貝 幹輝  ２番 田村 哲郎   ３番       

          ４番 赤木 照章   ５番 酒井 剛之   ６番 三原 正義 

          ７番 横儀 秋弘   ８番 三町 秀美   ９番 坂本 正文 

         １０番        １１番 江草 栄治  １２番 山内 功雄 

         １３番 中岡 拓馬  １４番 小寺 寛治 

 

           事務局長 松本 真典 

           主任   堀井  徹 

 

           遅刻 なし 

 

《欠 席 者》     農業委員欠席者なし 

 

《開  会》    午後１時３０分                

 

松本事務局長    ただいまから平成２８年度第１０回神石高原町農業委員会総会を始めさ

せていただきたいと思います。 

 なお，本日は総会終了後に協議並びに研修のほうを行いたいと思います

ので，推進委員さんのほうにはそのまま出席のほうをよろしくお願いいた

します。 

 それでは初めに，会長よりご挨拶をいただきます。 

 

《挨  拶》 
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佐伯会長      （挨拶） 

 

松本事務局長    ありがとうございました。 

 それでは，続きまして，本日産業課長並びに地元議員のほうが出席をし

ております。これ課長より挨拶並びに職員の紹介をしていただきます。 

 

瀬尾産業課長    （挨拶） 

 

松本事務局長    どうもありがとうございました。 

 済いません，課長につきましては，本日他の業務がございますので，こ

こで退席をさせていただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 それでは，総会のほうを引き続いて行っていきたいと思います。 

 

《欠席者の報告及 

び総会の成立》 

松本事務局長    続きまして，本日の欠席者の報告をいたします。 

 本日の欠席者はございません。したがいまして，農業委員会等に関する

法律第２７条第３項の規定により，在任委員数１４名中，本日は全員出席

の１４名でございますので過半数を超えています。総会が成立することを

報告申し上げます。 

 なお，議事の進行につきましては，会議規則第３条の規定により会長に

お願いいたします。 

 

《議事録署名委員 

の指名》 

佐伯会長（議長）  それでは，ただいまより総会に入らせていただきます。 

 本日の議事録署名委員の指名をさせていただきます。 

 １番の美田委員，２番の小川両委員さんにお願いをいたします。 

 

《議事》 

《議案第１号》 

佐伯会長（議長）  それでは，議事に入ります。 

 議案第１号「平成２８年度農用地利用集積計画（第４１号）について」

を議題といたします。 

 説明をお願いをいたします。 

 

松本事務局長    （事務局説明） 
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堀井主任      （事務局説明） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 若干この表の見方でございますが，権利設定を受ける者，これが農地を

借り入れる方です。利用権を設定する者が土地の出し側というふうにごら

んをいただきたいというふうに思います。 

 先ほど説明がございましたが，内容等についてのご意見，ご質問ござい

ましたらお願いをいたします。 

 推進委員さんの皆さん方にもご意見，ご質問ございましたら，あわせて

ご発言をお願いをいたしたいというふうに思います。 

 なお，発言に際しましては，農業委員会につきましては席順と名前を言

った後に発言をお願いをいたしたいというふうに思います。これから議事

をいたします総会での議論内容につきましては，全て議事録に記載をして

まいりますので，全て今録音中でございますので，名前を事前に言った上

で発言をお願いをいたします。 

 ございませんか。 

 これをごらんいただいてますように，近年使用賃借権設定というのが異

常にふえてきております。使用賃借権というのは，使用料を支払わない賃

貸借契約でございます。 

 ここへ載っております賃借料金につきましては，行政がタッチしたもの

ではなく，使用者において取り決めをされたものでございますので，相当

ばらつきがあるということもお含みをいただきたいと思います。 

 それと，これは１６ページの３－７ですが賃借料が１筆で５万円という

賃借料を掲げられておりますが，これはブドウのもう既に植栽をして収穫

がされとる，要するに樹木つきの賃借料ということで，こういう高い相場

が設定をされとるようでございます。 

 それともう一件，２９ページの一番上，７－３の賃借料が，２，８００

㎡に対して１筆２３万４００円という高額の賃借料が載っております。こ

れも土地と合わせて，既にハウス等の施設が管理をされておるということ

で，そういう施設の使用料も含めた賃借料になっておるようでございます

ので，お含みをいただきたいというふうに思います。 

 ご意見ございませんか。 

 ないようでございますので，採決に移らせていただきます。 

 議案第１号「平成２８年度農用地利用集積計画（第４１号）につい

て」，諮問どおり異議なき旨，回答することに賛成の農業委員さんの挙手

をお願いをいたします。 
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          （全員賛成） 

 

佐伯会長（議長）  ありがとうございました。 

 挙手全員でございますので，異議なき旨回答をさせていただきます。 

 なお，先ほど話がありましたように，農業経営基盤強化促進法，あわせ

て農地法，農業委員会の中で中心的に動いておりますのが，この農地法と

農業経営基盤強化促進法という２つの法律の中での許認可が出てまいりま

すが，その違いにつきましてはまた後日紹介について，研修会等で違いに

ついての説明をさせていただきたいというふうに思いますが，基本的には

農地法が中心になりまして，それが相当厳しいものになっておりますの

で，法人等大きい農家が運用するには若干難しい面があるということで，

若干それをフォローする意味合いで強化促進法というのが設定をされてお

るわけでございますので，ここらの違いについてはまた来月，研修会等で

専門のほうからご説明をさせていただきたいというふうに思いますので，

よろしくお願いをいたします。 

 それでは，本日ご協議いただきます内容については１件のみでございま

すので，総会のほうはこれにて終了をさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

《閉  会》    午後２時００分 

 

 


